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研究成果の概要（和文）：　第一に、中世ドイツの南東部地域、オーバーバイエルンの貴族ファルケンシュタイン伯の
城塞支配権に関する研究からは、領主館を中心とするグルントヘルシャフトから、城塞を中心とするシャテルニー制（
城塞区制）への発展が、第二に、北ドイツの貴族、ヴェルフェン家の領国における城塞支配権とアムト制の研究からは
、シャテルニー制から領国の地方行政組織アムトへの発展が明らかとなった。またしたがって、グルントヘルシャフト
からシャテルニー制へ、さらにシャテルニー制から領国の地方行政組織アムト制へという発展線を想定することが可能
であることが解明された。

研究成果の概要（英文）： First, according to the study of castle lordship of Count Falkenstein who ruled 
in South Bavaria, it has been proved that the manorial system centering on manor house developed into 
castle lordship centering on castle. Second, according to the study of castle lordship (chatellenie) and 
office-system in the territory of the Northgermen Noble,the Welfs ,it has been proved that castle 
lordship grew into the local governmental organisation(office-system).
 Therefore ,as a conclusion, it becomes possible that we assume the line of development from the manorial 
system to the castle lordship (chatellenie) and the line of development from the castle lordship 
(chatellenie) to office-system in the territory.

研究分野： 西洋法制史

キーワード： 中世ドイツ　ファルケンシュタイン伯　城塞支配権　グルントヘルシャフト　シャテルニー　領国の地
方行政組織アムト
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 従来日本の歴史学・法制史学において、中 

世ドイツの城塞と城主支配領域（フランス史 

の所謂シャテルニーchâtellenie）が歴史の中で 

果たした役割と意義に関する研究は、申請者 

自身の著書・論稿を除いて、本格的に行われ 

ることは殆どなかったといってよい。他方 

で、ドイツの歴史学界では従来諸学者により、 

領域国家で 14 世紀以降本格的に登場してく 

る地方行政組織（アムト Amt）との関連で、 

城塞に常駐する地方行政役人アムトマンが 

この支配区（アムト）を管理したことが指摘 

されてきた(*1)。このように、ドイツでは城 

主支配領域は領国の地方行政組織との関連 

において初めて問題として取り上げられて 

きた。しかし、私はそれ以前 1300 年までの 

レーエン制国家段階においてすでに、ドイツ 

に城主支配領域が広範に存在したことをす 

でに究明したことから(*2)、領国のアムト組 

織はこの城主支配領域から発展したと想定 

することが可能である。つまり、日本とドイ 

ツ両国の法制史・歴史学会でこの発展過程を 

究明することが研究上の空隙として残され 

てきたという状況が背景にある。 

 

(*1) 例えば、H・ミッタイス著、世良晃志郎訳 

『ドイツ法制史概説』、改訂版、379 頁以下。 

(*2) 拙著『ドイツ封建社会の構造』、2008 年。 

 
２．研究の目的 
 本研究は、中世ドイツにおけるレーエン制

国家から領域国家への発展を解明するとい

う全体構想の中で、レーエン制国家段階の城

主支配領域から領域国家段階の領国の地方

行政組織（アムト）への発展とその過程を研

究することを目的とする。この研究目的の具

体的背景について、以下に記すことにしたい。 

ドイツで、11 世紀中葉から 13 世紀が中世

城塞の最盛期であり、特に 12 世紀と 13 世紀

が中世の城塞建設の「古典期」と呼ばれてい

る。それ故にこの三世紀間に、貴族の城塞を

中核とする城主支配領域もまた形成された。

しかし、古来 11 世紀まで領主直営地を具え

た荘園制、所謂ヴィリカツィオーン制

Villikationsverfassung が貴族権力の基礎を

なすと同時に、荘園の領主館が貴族支配権の

中心を構成していた。領主貴族が平地に位置

する従来の領主館を去り、山や丘陵の上の防

備堅固な城塞へ住居を移したのは、ようやく

11 世紀以後のことであった(*3)。この過程は

同時にヴィリカツィオーン制の解体が始ま

り、農民による現物貢租と貨幣地代の給付を

主な義務とする純粋荘園制（地代荘園制）に

移行し始める重要な現象とも密接に関連す

る。貴族は極めてしばしばこの丘陵城塞を根

拠地として、成立途上の純粋荘園を城塞の周

囲に集めつつ再編制し、また裁判権・租税（ベ

ーデ Bede）徴収権・狩猟権・漁業権等の罰令

権力、つまり荘園の従属農民以外の者に対し

ても行使される支配権的権利を集積してい

った。したがって、以下の 2 点が研究目的と

なる。（1）貴族が 11 世紀以降いかにして平

地の領主館を去り、丘陵城塞の周囲に新たな

純粋荘園とその他の罰令権（支配権的権利）を

集積したのか、その過程を明らかにすること

である。この研究課題は、換言すれば、領主

館を支配の中心とする荘園制から、城塞を支

配の中心とするシャテルニー制（城塞区制）

への移行過程を明らかにする課題なのであ

る。 

（2）さらに上記のように、14 世紀以降高

級貴族が発展させた領国の地方行政組織ア

ムトは、シャテルニー制（城塞区制）の発展

の延長線上にあることが大きな蓋然性をも

って想定されるので、このシャテルニー制か

らアムト制への移行はいかにして行われた

のかを、具体的な事例に即して究明すること

が、第 2 の研究目的となる。 

したがって明確化のために繰り返すなら

ば、次の 2 点が研究目的となる。（1）11-13

世紀について、荘園制からシャテルニー制（城



塞区制）への移行の具体的な過程を究明する

こと。（2）13・14 世紀以降について、シャ

テルニー制からアムト制への移行の具体的

な過程を究明すること。 

 

(*3) H. W. Böhme, Der hochmittelalterliche 

Burgenbau. Burgen vom 10. bis Mitte des 

12.Jahrhunderts,in:Burgen in Mitteleuro- 

pa,BandⅠ,1999,S.57,61f. 

 
３．研究の方法 
 （1）11-13 世紀の時期のドイツ王国につい

て、荘園制からシャテルニー制（城塞区制）

への移行の具体的な過程を研究する目的を

達成するために、ドイツの南東部地域、オー

バーバイエルンの貴族ファルケンシュタイ

ン伯の城塞とその支配領域を具体的な検討

対象として選び、そのシャテルニー（城塞支

配権）の成立の仕方と特質を、主に荘園支配

権、裁判権を始めとする罰令権力の観点から、

史料と文献に基づいて考察する。ファルケン

シュタイン伯の城塞支配権を検討対象とす

る理由は、教会領に関する史料は豊富に残さ

れてきたのに対して、12 世紀以前の俗人貴族

の支配権に関する史料として伝承されてき

た史料は、12 世紀後半期以降に作成された

『ファルケンシュタイン証書集 Codex 

Falkensteinensis』しか存在しないという事

情にある。 

（2）13・14 世紀以降の時期のドイツ王国に

ついて、シャテルニー制からアムト制への移

行の具体的な過程を研究する計画を達成す

るために、ドイツのいずれかの地域の領国を

取り上げ、城塞が領国の地方行政組織たるア

ムトの中心をなしているかどうか、あるいは

城塞支配権（シャテルニー）がアムトへと拡大

しつつ発展的したものであるかどうかを史

料と文献に即して研究する。具体的な研究対

象として、ドイツ北部の比較的纏まりをもっ

たヴェルフェン Welfen 家の領国を取り上げ

た。 

ヴェルフェン家を考察の対象としたのに

は、主に二つの理由がある。 

① ヴェルフェン家は 1200 年にも及ぶ伝統 

をもつドイツで最古の貴族家門の一つであ

ると同時に、ヨーロッパのいかなる貴族家系

もこれを凌ぐものはないにもかかわらず(*4)、

日 本 で は 、 ブ ラ ン デ ン ブ ル ク 辺 境 領

Markgrafschaft Brandenburg、ヴィッテル

スバッハ Wittelsbach 家のバイエルンやハー

プスブルクHabsburg家のオーストリアに比

べ考察対象とされることが少ないという事

情による。 

② もう一つの理由は、ヴェルフェン家の支 

配領域における城塞支配権に関する研究は

見当たらず、研究上の空隙として残されてい

るという事情である。 

H・パッツェ Patze が 1976 年に、ヴェル

フェン家の支配領域における城塞の法制史

的及び国制史的意義に関する比較的大きな

研究を行ったが、防備建造物たる城塞から直

接に及ぼされた法的諸作用を叙述すること

に課題を限定し、具体的にはランデスヘルの

築城権、城塞守備封臣法、城塞建設契約、質

入に関する法、開城権、勤務契約、城塞・ア

ムトの授封、ブルクフリーデ（城塞平和）、

教会法における城塞の地位を考察し、正に城

塞支配権そのものには関心を向けてはいな

い(*5)。同時に、パッツェは城塞と地方行政

組織の関連について、城塞がヴェルフェン家

の支配領域においてアムトとフォークタイ

との結晶点となり、またこれは国制史的な問

題であることを指摘するが、しかし大きな紙

幅を必要とするという理由により、考察の対

象としないでおかざるをえないと述べ(*6)、

この問題の考察を回避してしまっている。他

方でパッツェは、この問題については「個別

的な、必ずしも十分に満足が行くとは限らな

い予備的研究しか存在しない」と述べ、従来

の研究の不備ないし空隙に言及している(*7)。 
 



(*4) B. Schneidmüller, Die Welfen. Herrschaft 

und Erinnerung (819-1252), 2000, 

(Urban-Taschenbücher,Bd.465), Vorwort, S.7；

カール・ヨルダン著、瀬原義生訳『ザクセン大公 

ハインリッヒ獅子公』、2004 年、1 頁。 

(*5) H.Patze, Rechts-und verfassungsgeschicht- 

liche Bedeutung der Burgen in Niedersachsen, 

in : Die Burgen im deutschen Sprachraum. 

Ihre rechts- und verfassungsgeschichtliche 

BedeutungⅠ（Vorträge und Forschungen, hrsg. 

vom Konstanzer Arbeitskreis für 

mittelalterliche Geschichte, Bd. 19 Teil Ⅰ）, 

hrsg. von H. Patze,1976, S. 515 f. 

(*6) H. Patze,a.a.O., S.516. 

(*7) Ebenda. 

 

４．研究成果 

（1）ファルケンシュタイン伯の城塞支配権

に関する研究から得られた研究成果。 

 ファルケンシュタイン伯はノイブルク

Neuburg 、 フ ァ ル ケ ン シ ュ タ イ ン

Falkenstein 、 ハ ル ト マ ン ス ベ ル ク

Hartmannsberg 、 ヘ ル ン シ ュ タ イ ン

Hernstein の 4 つの城塞を保持したが、差当

りその一つノイブルク城塞を検討対象とし、

この城塞の周囲で集積された支配権的権利

（ 荘 園 支 配 権 = グ ル ン ト ヘ ル シ ャ フ ト

Grundherrschaft、裁判権、フォークタイ Vogtei

＝教会守護職(教会の代理人)として保持する職権、

封臣権、封主権、十分の一税徴収権等）の視点か

らこの伯の城塞支配権の内容ないし内部構

造を研究した結果、以下のような研究成果が

得られた。 

① 城塞の周囲の領域は伯の城主支配権が行 

使されるシャテルニーであったこと。 

②このシャテルニーはグルントヘルシャフ

トから発展し生成したものとして把握され

ること。 

③ このシャテルニーを構成する支配権的権 

利は、グルントヘルシャフトのほかにフォー

クタイ権力（アイブリング Aibling のフォークタ

イ、ヴァイアルン Weyarn 修道院に対するフォー

クタイ、ノイブルク城塞の権力下に置かれた「慈

悲 深 い フ ォ ー ク タ イ 」、 パ イ セ ン ベ ル ク

Peißenberg の聖堂区教会に対するフォークタイ、

キルヒドルフ Kirchdorf のフォークタイ）、フォ

ークタイ所領に対する裁判権＝フォークタ

イ裁判権（流血裁判権と贖罪裁判権の二元主義的

性格をもつ）、ファルケンシュタイン伯の支配

領域（史料上「ラント裁判区 generale concilium」 、

「ラントprovincia」、「グラーフシャフト cometia」

等と呼ばれる）で行使されるラント裁判権（こ

れもまた流血裁判権と贖罪裁判権の二元主義的性

格をもつ）、十分の一税徴収権である。グルン

トヘルシャフト自体がそれ自身の支配領域

を超えて行使される罰令権的な性格を含む

が、しかし特にフォークタイ権力、ラント裁

判権はファルケンシュタイン伯のグルント

ヘルシャフトに服する村落を超えて押し及

ぼされる権力、つまり優れて罰令権的な性格

をもつ。したがって、伯がノイブルク城塞の

周囲で行使した支配権はフランスの城主支

配権と同質的なバン領主権、つまりシャテル

ニー権力であったと結論される。 

④上記③で述べた権利のほかに、ファルケン

シュタイン伯は合計 20 名の封建主君から、

面積が判明するものに限っても合計 2,600 マ

ンススという膨大なレーエン財産を保有し、

これが伯の支配権の経済的基礎を構成した。

また伯は少なくとも 27 名という多数の封建

家臣、城塞守備を主な勤務義務とする城臣（な

いし家人＝ミニステリアーレン Ministerialen）

15 名を従えており、この家臣団が伯の支配権

と政治的権勢を支える軍事力を構成したこ

とも明らかとなった。 

⑤グルントヘルシャフトに関して。グラーフ

シャフト＝アムトの機構について、最高の行

政官吏は procurator＝アムトマンであり、倉

庫役人と 荘司がこれに従属する官吏である。

procurator の任務は、荘司の監督、収入の勘



定書への記入、荘司から引渡された現物貢租

を貯蔵庫に納めること、経営の余剰をグ

ルントヘルたる伯の宮廷に納めることであ

る。倉庫役人の任務は、史料から必ずしも明

確にならないが、しかし声望ある重みのある

存在であった。かつて荘司が果たしていた任

務は、今や procurator に吸収継承され、荘司

の任務は現物貢租の徴収と procurator への

引渡し等へと大幅に縮小された。こうして、

新たな類型の procurator＝アムトマンがグ

ルントヘルシャフトの経営の面で大きな意

義を獲得し、他方で荘司の意義は大幅に後退

した。ファルケンシュタイン伯のすべてのグ

ルントヘルシャフトにおいて、領主直営地は

ほとんど解体すると同時に領主の自家経営

ももはや小規模なものとなり、従属農民の賦

役は現物や貨幣による地代の支払いに転換

し、かくしてグルントヘルシャフトはヴィリ

カツィオーン制から地代グルントヘルシャ

フトへと転換した。この転換過程の中で、荘

司はかつて果たしていた機能を喪失し、その

比重が後退するとともに、これに代わり

procurator がファルケンシュタイン伯のグ

ラーフシャフト＝アムトの最高官吏として

登場した。このグルントヘルシャフトの管理

者の転換と同時に、管轄区が荘司のヴィリカ

ツィオーンから procurator＝アムトマンの

アムト(officium)に再編成されるという転換

は、ヴィリカツィオーン制から地代グルント

ヘルシャフトへの移行というグルントヘル

シャフトの組織形式の重大な転換に対処す

るために伯が実行した措置なのであった。 

⑥以上の研究結果に基づいて、シャテルニー

制とは、領主館を支配の中心とする荘園制か

ら発展生成したものであるという結論が得

られ、かくして研究目的は達成されたといえ

る。 

（2）ヴェルフェン家の領国について 

①先ず、ヴェルフェン家が 13 世紀に自身の

領国で保持した 34 の城塞について、その周

囲に城塞支配権（城塞支配領域）が付属したシ

ャテルニーとして把握できることが解明さ

れた。 

② 上記の 34 の城塞のうち、半数の 17 の 

城塞が、ランデスヘルたるヴェルフェン家の

領国の地方行政組織アムト（フォークタイ）の

中心を構成したことが確認される。 

③ この 17 のうち 14 の城塞については、 

1200 頃までに建設されると同時に、あるい

は建設後、城塞の周囲に城塞支配権（シャテ

ルニー）が形成され、13 世紀後半期以後この

城塞を中核とする城塞支配権（シャテルニー）

が基礎となって、地方行政組織アムト（フォ

ークタイ）が発展していったと結論される。 

 
（３）結論として、ドイツ南東部地域、オー

バーバイエルンの貴族ファルケンシュタイ

ン伯の城塞支配権に関する研究からは、領主

館を中心とするグルントヘルシャフトから、

城塞を中心とするシャテルニー制（城塞区

制）への発展が、ドイツ北部の貴族、ヴェル

フェン家の領国における城塞支配権とアム

ト制の研究からは、シャテルニー制から領国

の地方行政組織アムトへの発展が明らかと

なった。またしたがって、グルントヘルシャ

フトからシャテルニー制へ、さらにシャテル

ニー制から領国の地方行政区アムト制へと

いう発展線を描き出すことが可能となる。 
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